
 

 

さいたま市告示第９４７号 
土地区画整理法(昭和２９年法律第１１９号)第５８条第１項の規定によるさいたま都市計画事業浦

和東部第一特定土地区画整理審議会の委員の選挙期日を令和８年８月２９日と定めたので、土地区画 
整理法施行令(昭和３０年政令第４７号)第１９条の規定により告示する。 
 なお、この選挙について同令第２０条の規定により作成する選挙人名簿を、次のとおり同令第２１

条第１項の規定により公衆の縦覧に供する。 
令和８年６月２日 

さいたま市長 清 水 勇 人   
１ 縦覧期間 

令和８年７月２日から令和８年７月１５日まで（土曜日及び日曜日含む） 
 
２ 縦覧時間 
   午前８時３０分から午後５時１５分まで 
 
３ 縦覧場所 
   さいたま市緑区大字大門２５６４番地６ 
   さいたま市 都市局 まちづくり推進部 浦和東部まちづくり事務所 
 
４ その他 
   同選挙人名簿に記載漏れ又は誤りがあると認める者は、縦覧期間内に、文書で市長に異議を申 

し出ることができる。 
 
５ 連絡先 

⑴ 担当 さいたま市役所都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所管理係 
⑵ 電話 ０４８（８７８）５１４３ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
都市局まちづくり推進部浦和東部まちづくり事務所 
告示期間の期限日（６月１６日まで） 


